別表第2(第22条関係)
物品分類表
備品　原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えるものとしてこの表に掲げる物品。ただし、取得単価(単価不明のものは見積価格)1,000円未満(図書については、500円未満)の物品を除く。




種別
整理品目
呼称
単位
整理品目に包含する物品

公印


庁印、職印、検査証明烙印類


庁印
個
町印、各部印、各課印、各かい印等


職印
〃
町長印、副町長印、会計管理者印、課長印、出納員印、委員印等


検査証明印
〃
法令規則等により定められた検査、証明印等


烙印
〃
各種焼印等


刻印
〃
金属製各種刻印


その他
〃
ゴム製、木製等で対外等に重要な印等

事務用器具


直接事務、教育等の用に供する器具、文具の類及び容器類


机
脚
事務用机(両袖机、片袖机)、教卓、タイプ机、実験台、製図台等


椅子
〃
事務用の椅子


戸棚
重
書類戸棚、カード戸棚及び扉のある棚等


棚
〃
戸及び扉のない棚等


箱
個
書類、決裁箱、印箱、カルテ箱、工具箱、各種器具の容器等


たんす
さお
書類だんす


黒板等
個
黒板、行事予定板、時間割表等


文房具
〃
算盤、高級インキスタンド、筆入、バインダー、本立、鳩目パンチ、ホッチキス、計算器、タイプライター、タイムレコーダー、鉛筆削、万年筆、ボールペン等の文房具類

車両船舶及び同用具


車両、船舶及びそれらの用具類


車両
台
普通自動車、三輪車、二輪車、自転車、リヤカー、荷馬車、特殊自動車、配膳車、トロッコ等


船舶
隻
船、ボート、ヨット(帆船)等


用具
個
タイヤチェーン、軌道、ほろ(雨覆類)、車両ジャッキ、いかり、号鐘、ら針儀、信号旗、救命具、各種灯等

工具及び機械器具


土工、建築、農林、その他の工具及び機械器具類


工具
個
シャベル、つるはし、おの、かなづち、万力、大工道具等


測量、測定観測器

トランシット、レベル等の測量、測定器、各種計器、写真機及び附属器具等


農業土木機械

掘削機、各種トーザー、クレーン、さく岩機類、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシャー等の工事用機械及び脱穀機、精米機、すき、くわの農業用器具


諸器具機械

モーター、エンジン、バッテリー、ミシン、電話機、電話交換器、冷蔵庫、その他の種類に属さない機械器具等

教養、娯楽教育用品


各種標本、図書、運動、教養、娯楽、用具類


標本及び見本品
個
動植物はく製、人体骨格標本、その他の標本、各種見本品、見取図、各種模型等


教養、娯楽、体育用品
個
体育用諸器具、各種楽器及びその附属品、映写機、幻燈機及びその附属品、碁、将棋、蓄音機類、ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、マイクロホン、スピーカー等


図書

各種書籍、図鑑類、地図帳、絵画、その他掛図、各種法令規則書等

設備調度品


事務、事業、教材、医療等の用に直接供さないもの


机
脚
会議用机、座机、応接用机、食卓、調理台、講演台等


椅子
〃
会議用椅子、応接用椅子、長椅子、ベンチ、折たたみ椅子、丸椅子等


金庫
個
金庫


戸棚
重
飾戸棚、隅戸棚、食器戸棚及び扉のある棚等


棚
〃
戸及び扉のない棚等


箱
個
長持、ちり箱、炭箱、下駄箱等


たんす
さお
洋服だんす、衣料だんす、茶だんす、書類だんす等


標札
個
表看板、名札掛、標柱等


黒板等
面
掲示板、告示板、展覧板等


ストーブ、コンロ
個
各種ストーブ、各種コンロ等


装飾品

テーブル掛、額、窓掛、花台、ジュータン、その他装飾品等


寝具

ふとん、敷布、枕、毛布、寝台等


夜具

結浴衣、寝巻、丹前、ふとん袋、蚊帳、帯等


被服

常備被服、貸与被服等

医療及び試験


医療(獣医用を含む。)、診治療、試験研究用機械器具類


一般医療診察

………………


治療、試験研究

………………


実験用品




外科矯正用品

………………


眼科用品

………………


耳鼻、咽喉(いんこう)気管用品

………………


歯科用品

………………


婦人科用品

………………


X線科用品

………………


獣医畜産用品

………………

雑品


他の種類に属さない調度品、器具類


雑品

日用品、ちゅう房品等雑品

消耗品　比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないがその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品の部分のただし書に該当するもの




種別
整理品目
呼称
単位
整理品目に含合する物品

郵便切手類
はがき
枚



○円切手
枚



○円収入印紙
〃


用紙


筆記用、印刷用及びその他の無地紙並びに紙製品及び特殊用紙等


白紙
締(枚)
せんか紙、更紙、薄葉紙、上質紙等


特殊用紙

板紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、アート紙、障子紙、包装紙等の用途が特殊なもの


紙製品

トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、封筒類、びんせん類、ノート、荷札、人名帳、色紙、セロテープ、スクラップブック等紙を加工したもの及び紙製品で他の種類に属さないもの


罫紙
冊(枚)
全けい紙、半けい紙、複写用全けい紙、複写用半けい紙発議用紙、タイプ用紙、辞令用紙等


印刷物

各種印刷物等



諸帳簿
各種帳簿等

文房具


事務用消耗品及び消耗的器具類


事務用文具

鉛筆、鉄筆、毛筆、インク、墨汁、肉池、スタンプ台、画びょう、ゼムクリップ、ペン先、鳩目、謄写用ローラー等の事務用の消耗器具器材


雑印類

日付印、金額印、科目印、受付印等の木製ゴム製の雑印

被服類


法令、条令、規則等により支給する被服


被服

作業服、事務服等

雑誌類


定期刊行物、地図、小冊雑誌類


定期刊行物

官報、県公報、新聞、年鑑及び季刊、月刊、旬刊、週刊、日刊等定期に発行されるもの


臨時刊行物

カタログ、パンフレット、写真、職員録、地図(冊子物を除く。)、法令、加除追録等随時に完行されるもの

油脂類


燃料とならない油脂類




モビール油、マシン油、各種グリース、リノリューム油等


塗料

エナメル、ペンキ、コールタール、ワックス、松脂油、にかわ等

肥飼料
肥料

各種アンモニア類、リン肥類、加里類、窒素類等

雑品


他の種別に属さない消耗品及び消耗材料


報賞、接待用品

賞品奨励等の目的で購入された物品又は来客接待用として消費若しくは贈呈のための物品


雑品

ほうき、ハタキ、雑布、ちり取り、マッチ、どびん、急須茶わん等他の種別に属さないすべての消耗品、消費材料。ただし、金属製のものを除く。

生産品　生産又は加工された完成品




種別
整理品目
呼称
単位
整理品目に包含する物品

生産物


試験、研究、実験等により生じた生産物。捕獲、収穫物及び製造生産物で備品又は消耗品として直接庁用に供しないもの。


農産物

収穫果実、野菜、穀類、園芸産物等


水産物

魚介、海草等


加工、工作物

加工食糧、繊維製品、木工品等

副生品


財産修理等により副生したもの


副生品

機械器具の不用部品、破損部品、不用雑紙類、紙屑、し尿等

材料品　生産又は加工することができる原材料




種別
整理品目
呼称
単位
整理品目に包含する物品




写真材料及び電気器具補修材料


写真材料費

フイルム乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、せん光球、写真電球等


電気器具用品

ソケット、碍子(がいし)、ブラウン管、真空管、各種電球、各種シェード、乾電池等

医療及び試験


診療、治療、試験、研究、実験用の消耗器材

研究用品
医療及び試験研究用品

………………

薬品


各種薬品類


薬品

医療薬品、農業薬品、化学工業薬品等

工具及び機械部品


各種機械器具の消耗器材的部分及び消耗度の甚しい工具類


工具及び機械部品

各種機械の替刃、のこぎり刃、ドリル先、ハンダ棒、チューブ、タイヤ、ランプホヤ、ランプしん等

製作収穫素材品


試験販売、生産、加工等の目的をもって製作し、又は使用する材料及び種子、苗木等


製作収穫素材品

木製品用木材、工作用鋼材、繊維品、農産物、水産物、種子、苗木等


工業用原材料

木材、屋根及び壁材、金具、セメント類、石材、硝子類、電気工事材料、鉄鋼材料、工事用原料資材等

動物　使役、実験、試験研究、愛がん、観賞用




種別
整理品目
呼称
単位
整理品目に包含する物品

獣類
牛
頭



馬
〃



豚
〃



羊
〃



兎
羽


鳥類
鶏
〃



小鳥
〃


魚類




